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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。以下同じ。）第２０条及び第２

１条に規定する消防水利の整備、維持、管理等（以下「水利整備等」という。）について、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 水利 法第２０条第２項に規定する消防に必要な水利施設及び法第２１条第１項の規定により消防水利

として指定されたもの（以下「指定水利」という。）をいう。 

(2) 水利施設等 前号に規定する水利及びこれに付随して設ける設備（以下「付帯設備」という。）の総称を

いう。 

(3) 防火水槽等 第３条第１項第３号に規定する水利及び飲料水兼用の耐震性貯水槽をいう。 

（令３消訓令４・一部改正） 

（水利の分類及び種別） 

第３条 水利の分類及び種別は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 公設消火栓 市町村長が設置し、維持し及び管理する消火栓をいう。 

(2) 私設消火栓 前号以外の消火栓をいう。 

(3) 公設防火水槽 市町村長が維持管理する防火水槽をいう。 

(4) 私設防火水槽 前号以外の防火水槽をいう。 

(5) その他の水利 プールや河川等の消火用として取水できる水利をいう。 

（水利の要件） 

第４条 水利の要件は、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号。以下「水利基準」という。）第３条及

び第６条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。ただし、付近の水利状況等を考慮し、消防局長（以下

「局長」という。）又は消防署長（以下「署長」という。）が特に必要と認めるものについては、この限りで

ない。 

 (1) 水質は、人体に影響を及ぼすおそれのある物質や汚水等が混入しているものでないこと。 

(2) 常時使用可能な状態であること。 

（水利施設等の設置基準） 

第５条 消火栓（第３条第１号及び第２号をいう。以下同じ。）を除く水利施設等の設置に関する基準は、別記

１によるものとする。 

（局長等の責務） 

第６条 局長は、熊本市域全体の水利整備等の推進に係る基本方針を定め、水利関係事務を統括するものとする。 

２ 署長は、管轄区域内の水利施設等の保全に努めるとともに、水利整備等の推進に必要な調整を行うものとす



る。 

第２章 水利の整備及び維持管理 

（水利整備の基本） 

第７条 水利は、水利基準第４条の規定を基本とし、熊本市消防局警防規程（平成２６年消防局訓令第５号。以

下「警防規程」という。）第４３条第１項に定める区域等を考慮し、効果・効率的な火災防御活動に資するよ

うに整備するものとする。 

２ 消防局警防部警防課長（以下「警防課長」という。）は、整備された水利を適正に維持するため、管理計画

について別に定めるものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（消火栓設置協議） 

第８条 署長は、熊本市上下水道事業管理者（以下「水道事業管理者」という。）による上水道配水管工事に関

して積極的な情報収集に努め、協議（以下「消火栓設置協議」という。）を行うことで、管轄区域内における

有効かつ適正な消火栓の設置を推進するものとする。 

（消火栓の設置依頼） 

第９条 署長は、消火栓設置協議によらず、管轄区域内において消防活動上消火栓の設置が必要であると認める

場合は、様式第１号により警防課長に依頼するものとする。 

２ 警防課長は、前項の依頼を受けたときは、内容を審査し、水道事業管理者と協議するものとする。 

    （平２８消訓令２０・令６消訓令１１・一部改正） 

 （防火水槽の設置の推進） 

第１０条 局長は、水利が消火栓のみに偏ることのないよう、計画的な防火水槽（第３条第３号及び第４号をい

う。以下同じ。）の設置を推進するものとする。 

（積極的な水利施設等の整備） 

第１１条 局長又は署長は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条ただし書きの規定により開発許

可が免除されている開発行為において、当該関係者と協議し積極的な水利の整備に努めるものとする。 

（水利の指定手続） 

第１２条 局長又は署長は、水利を指定する場合は、その所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）

と水利施設等の管理その他必要な事項について協議を行い、所有者等から様式第２号により承諾を得なければ

ならない。 

２ 局長又は署長は、前項の協議内容に変更が生じる場合は、再度協議を行い、承諾を得なければならない。 

（指定水利の変更等の届出） 

第１３条 所有者等は、前条の指定水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする場合は、局長又

は署長に様式第３号により届け出るものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（指定水利の解除） 

第１４条 局長又は署長は、指定水利について、所有者等から指定解除の申し出があったとき又は当該指定水利

が機能を失したと認めるときは、所有者等に指定を解除する旨を様式第４号により通知するものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（指定水利に関する通知） 

第１５条 署長は、第１２条第１項の規定に基づき水利の指定がなされたとき又は前条に規定する指定水利の解

除がなされたときは様式第５号により、局長に遅滞なく報告するものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（防火水槽等の維持管理） 

第１６条 署長は、局長が管理する防火水槽の維持管理に努めなければならない。ただし、飲料水兼用の耐震性

貯水槽の維持管理については、警防課長が行うものとする。 

２ 署長は、前項以外の防火水槽の維持管理に関して、当該防火水槽の所有者等に必要な処置を講じるよう指導

するものとする。 

         （令３消訓令４・一部改正） 

（契約防火水槽の管理） 

第１７条 局長又は署長は、契約防火水槽の契約書等を保管し管理するものとする。 

２ 局長又は署長は、契約期間を把握し、期間が満了となるまでに土地の所有者等と協議を行うものとする。 



第３章 水利施設等の施工及び検査 

 （水利施設等の施工の基本） 

第１８条 局長又は署長は、水利施設等の新設、取替え、修理、撤去等（以下「施工」という。）を行う場合は、

公正かつ厳正に執行しなければならない。 

（消火栓の施工） 

第１９条 消火栓の施工は、消火栓設置協議に基づくものとし、常に上下水道局関係部署との情報の共有を図る

ものとする。 

（防火水槽等の施工） 

第２０条 防火水槽等の施工は、工程、期間等を考慮し、関係する機関と十分協議のうえ行うものとする。 

（令３消訓令４・一部改正） 

（防火水槽の検査） 

第２１条 局長又は署長は、防火水槽本体及び付帯設備の施工状況について、防火水槽を設置しようとする者又

はその関係者（以下「施工者」という。）の立会いのもと、施工過程に応じて次に掲げる検査を実施し、その

結果を様式第６号により管理するものとする。 

(1) 中間検査 防火水槽本体施工中、完成後では確認できない部分を事前に確認するため、適時実施する検査

をいう。 

(2) 完成検査 防火水槽本体及び付帯設備の工事完了後に実施する検査をいう。 

２ 中間検査及び完成検査は、設計図、構造図等の図書との適合について検査するものとし、その要領は、別記

２によるものとする。ただし、前各号に相当する検査が、国又は地方公共団体等の公的機関により実施され、

これに適合していた場合は、検査に適合したものとみなし、当該検査を省略することができる。 

３ 施工者は、防火水槽の工事が完了したときは、様式第７号により警防課長又は署長に報告し、完成検査を受

けるものとする。この場合において、漏水検査については、立会わないことができる。 

    （平２８消訓令２０・一部改正） 

（指定水利の施工及び検査） 

第２２条 指定水利に係る施工については、第４条及び第５条の規定並びに消防活動時の安全対策等を考慮した

適正な施工を行うものとする。 

２ 局長又は署長は、指定水利の施工に関し、設計図、構造図等の図書との適合について検査を行うものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（水利施設等の修理手続） 

第２３条 署長は、消火栓設置協議により設置した水利施設等の不具合を確認した場合は、様式第８号により水

道事業管理者に修理を依頼するものとする。ただし、緊急に処置を要する場合は、この限りでない。 

２ 署長は、水利施設等の修理が必要と認められる場合は、様式第９号により警防課長に通知するとともに、対

応を協議するものとする。 

    （平２８消訓令２０・一部改正） 

（水利施設等の施工に関する通知） 

第２４条 署長は、防火水槽及び指定水利に係る施工が行われたときは、様式第１０号により局長に遅滞なく、

報告するものとする。 

第４章 水利調査及び水利情報管理 

（水利の把握） 

第２５条 署長は、警防規程第４２条第１項の規定により、次に掲げる水利について把握するものとする。 

(1) 消火栓 

(2) 防火水槽 

(3) 指定水利 

(4) その他局長又は署長が必要と認めるもの 

（担当区域） 

第２６条 水利調査の担当区域は、消防署又は出張所（以下「署所」という。）の受持区域とし、当該調査は、

警防隊が行い、管内全域の水利の把握に努めるものとする。 

２ 署所における水利調査の統括は、各消防署警防課長が行うものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（水利調査の区分） 



第２７条 水利調査の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める調査とする。 

(1) 竣工調査 消火栓の新設又は取替えが行われた直後に実施する調査をいう。 

(2) 定期調査 調査担当区域の全ての水利を対象として実施する調査をいう。 

(3) 特別調査 局長又は署長が必要と認めたときに実施する調査をいう。この場合において、調査の範囲、重

点項目等について、局長が方針を定め、署長に通知するものとする。 

（調査の基本事項及び注意事項） 

第２８条 水利調査の基本事項及び調査実施時の注意事項については、別記３による。 

（定期調査の報告） 

第２９条 担当隊は、月ごとの調査結果を取りまとめ、様式第１１号により署長に報告するものとする。 

２ 署長は、年度ごとの水利調査結果を取りまとめ、翌年度の４月１５日までに様式第１２号により局長に報告

するものとする。この場合において、年度ごとに局長が定めた方針により、調査報告の様式が別に指定されて

いた場合は、これと併せて報告するものとする。 

（令６消訓令１１・一部改正） 

（竣工調査の実施及び報告） 

第３０条 局長は、水道事業管理者から送付された消火栓の新設又は取替えに係る関係図面等を受領したときは、

担当する署長に送付するものとする。 

２ 署長は、前項の送付を受けたときは、速やかに竣工調査を実施し、その結果を様式第１３号により局長に報

告するものとする。 

（水利情報の管理） 

第３１条 署長及び警防課長は、水利に関する必要な情報について適宜記録し、適正に管理するものとする。 

    （平２８消訓令２０・一部改正） 

第５章 補則 

（水利の情報の伝達） 

第３２条 署長は、水利調査等により水利が使用できない事実を知り得たときは、様式第１４号に必要事項を記

載し、速やかに局長に報告するとともに、関係する署所に通知するものとする。 

（水量報告） 

第３３条 署長は、火災等で使用した水利の水量を月ごとに取りまとめ、翌月の７日までに様式第１５号により

局長に報告するものとする。 

２ 局長は、前項に規定する報告を取りまとめ、水道事業管理者に毎月１０日までに様式第１６号により情報提

供するものとする。 

（私設水利使用水量の証明） 

第３４条 署長は、火災等で私設の水利又は消火用として給水した水を使用した場合において、その費用等を補

償する必要があるときは、様式第１７号により局長に報告するものとする。 

２ 局長は、前項に規定する報告を受けたときは、水道事業管理者に様式第１８号により報告するものとする。 

（委任） 

第３５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日消防局訓令第５号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日消防局訓令第４号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日消防局訓令第１１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第９条関係）（平２８消訓令２０・一部改正） 

 

 

 

発第    号   

年  月  日   

 

 

 警防課長 様 

                            消防署長     

 

消火栓の増設要望について（依頼） 

 

 このことについて、下記のとおり別紙書類を添付のうえ、消火栓の増設を要望します。 

 

記 

 

管内署所 場  所 
住宅地図 

番号 

上水道 

管理図 
理  由 

     

     

     

  

 

 

   

  

 

 

   

     

※ 消火栓の増設要望箇所を住宅地図及び上水道配管図に赤丸で記し、添付すること。 

 

 

 

担当者 



様式第２号（第１２条関係）（令６消訓令１１・一部改正） 

 

 

 

上記の施設が変更・撤去又は使用不能の状態になるときは、あらかじめ御連絡ください。 

 

 

 

指定消防水利承諾書 

 

下記の場所（施設）を消防水利として指定することを承諾します。 

 

記 

 

所在地 

 

 

水利の種別 

 

 

容量 

 

 

協議事項 

 

 

 

備考  

 

 

 

年  月  日   

 

 

熊本市消防局長 様 

 

 

所有者  住所 

（管理者） 

 氏名               



様式第３号（第１３条関係）（令２消訓令５・一部改正） 

 

 

指定消防水利の（変更・撤去・使用不能）届出書 

 

                                 年  月  日 

 熊本市消防局長 様 

 

 

    届出者 住所 

 

 

法人にあっては 

       氏名    名称及び代表者 

氏名  

 

 

 

 

所在地  

水利の種別  

期間  

理由  



様式第４号（第１４条関係） 

 

 

 

 

 
指定消防水利解除通知書 

 

発第    号   

年  月  日   

 

所有者  氏名           様 

（管理者） 

 

                           消防局長 

 

 

下記の指定水利については、    年  月  日をもって指定消防水利を解除いたします。 

 永年にわたり消防行政に対し格別なる御理解、御協力を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。 

 

記 

 

 所在地 

 

 

 水利の種別 

 

 

容量  

 

 

備考 



様式第５号（第１５条関係）（令３消訓令４・一部改正） 

 

 

発第    号   

年  月  日   

 

消防局長 様 

 

                          消防署長     

                                       

                        

指定消防水利の（指定・解除）について（報告） 

 

 このことについて、下記のとおり（指定・解除）したので報告します。 

 

記 

 

１ 指定水利の位置 

 

 

２ 水利の種別 

 

 

３ 所有者 

   住所 

   氏名 

   

 

４ 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署  

担当  

電話  

 



様式第６号（第２１条関係） 

 

 

防火水槽検査記録簿 

 
１ 所在地 

 

 

２ 型式、構造、容量等 

 

 

３ 検査 

検査名 検査（確認）日 検査（確認）結果 確認印 

中間検査   年  月  日 

  

（満水確認） 年  月  日 

  

完成検査 

漏水検査 年  月  日 

  

防火水槽本体及び

付帯設備検査 
年  月  日 

  

 

４ 備考 

 



様式第７号（第２１条関係）（令２消訓令５・一部改正） 

 

 

  年  月  日   

          様 

 

住所                 

 

氏名                 

 

防火水槽設置報告書 

 

 防火水槽本体工事が、下記のとおり終了しましたので検査をお願いします。 

 

記 

 

所在地 

（地番表示） 
 

工事施工者  

工事完了日      年  月  日 

防火水槽 

容  量 
           ㎥ 

構造、容量等  

備  考  

（注１） 工事における工程写真を添付すること。 

（注２） 水利標識、補給水管、立入禁止柵等についても設置しておくこと。 

 

 



様式第８号（第２３条関係）（令３消訓令４・一部改正） 

 

 

発第    号   

年  月  日   

 

上下水道局        様 

 

                          消防局           

                                     

                        

消火栓の修理について（依頼） 

 

 このことについて、下記のとおり使用上の支障が確認されましたので修理くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 消火栓の位置 

 

 

２ 消火栓番号 

 

 

３ 修理を必要とする理由 

   

 

４ 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署  

担当  

電話  

 



様式第９号（第２３条関係）（平２８消訓令２０・一部改正） 

 

 

発第    号     

年  月  日   

 

 警防課長 様 

 

                              消防署長      

 

消防水利の不具合について（通知） 

 

 このことについて、下記の消防水利に不具合を確認しましたので通知します。 

 

記 

 

水利の 

種別 

場所 

（目標物等） 

住宅 

地図番号 
備考（状況等） 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 



様式第１０号（第２４条関係） 

 

発第    号   

年  月  日   

 

消防局長 様 

 

消防署長     

 

消防水利の竣工について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり施工したので報告します。 

 

記 

 

所在地 

（目標物等） 
 

水利の種別  

区 分  

管 理  

施工日  

備 考  

※ 区分欄は、施工の区分を記入すること。 

 

 



様式第１１号（第２９条関係） 

 

 発第    号   

                                    年  月  日   

 

消防署長 様 

 

 

消防水利調査報告書 

 

報告者：              

  

調査日：    年  月 

※ 消火栓においては、竣工調査数と定期調査数の和が調査総数となること。 

※ 竣工調査と定期調査ともに実施した場合は、竣工調査で計上すること。 

※ 修理を要する数とは、破損、漏水等により修理を必要とするものの数をいう。

水利種別 
調査 

総数 

竣工 

調査数 

定期 

調査数 

特別 

調査数 

修理を要

する数 
備考 

消火栓       

防火水槽       

指定水利       

その他       

【調査概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第２９条関係） 

 

 

    発第    号   

                                    年  月  日   

 

消防局長 様 

 

消防署長      

 

消防水利調査結果報告書（報告） 

 

 このことについて、    年度中に実施した消防水利調査結果を下記のとおり報告します。 

 

記 
 

※ 消火栓においては、竣工調査数と定期調査数の和が調査総数となること。 

※ 修理を要する数とは、破損、漏水等により修理を必要とするものの数をいう。 

 

 

 

水利種別 
調査 

総数 

竣工 

調査数 

定期 

調査数 

特別 

調査数 

修理を要

する数 
備考 

消火栓 
 

 
     

防火水槽 
 

 
     

指定水利 
 

 
     

その他 
 

 
     

【備考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号（第３０条関係） 

 

 
年  月  日   

 

 消防局長 様 

                                      消防署長 

 

消火栓の竣工調査について（報告） 

 

年  月  日受付分の消火栓の竣工報告について、調査結果を次のとおり報告します。 

 

消火栓竣工調査結果報告書 

区分 
消火栓 

番号 

住宅地図 

座標 
設置場所 

異常の 

有無 
異常内容 工事番号 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※ 区分欄には、新設 取替を記入してください。 



様式第１４号（第３２条関係） 

 

 

年  月  日   

 

消防水利の使用不能について 

 
１ 場 所 

 

２ 期 間 

 

３ 住宅地図番号 

 

４ （消火栓番号） 

 

５ 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図貼り付け 

担当 

 



様式第１５号（第３３条関係） 

 

 

発第    号   

年  月  日   

 

消防局長 様 

 

消防署長      

 

消防使用水量について（報告） 

 

 このことについて、    年  月中の使用水量を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

※ 上水道から取水した水量について記入すること（メーターが設置されているものを除く。）。 

※ 「火災等」は、火災、警戒、市民の声等の災害現場で使用した水量を記入すること。ただし、防火水槽の補給水管から取水し

たものは、「防火水槽」に記入すること。 

※ 「訓練」は、消防訓練、水利調査等で使用した消火栓の水量を記入すること。 

日時 場   所 
使用水量（ｔ） 

火災等  訓 練  防火水槽 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



様式第１６号（第３３条関係） 

 

 

発第    号   

年  月  日   

 

熊本市上下水道事業管理者 様 

 

消防局長      

 

消防使用水量について（報告） 

 

 このことについて、    年  月中の使用水量を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

※ 上水道から取水した水量について記入すること（メーターが設置されているものを除く。）。 

※ 「火災等」は、火災、警戒、市民の声等の災害現場で使用した水量を記入すること。ただし、防火水槽の補給水管から取水し

たものは、「防火水槽」に記入すること。 

※ 「訓練」は、消防訓練、水利調査等で使用した消火栓の水量を記入すること。 

日時 場   所 
使用水量（ｔ） 

火災等  訓 練  防火水槽 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



様式第１７号（第３４条関係）（令３消訓令４・一部改正） 

 

 

発第    号  

   年  月  日   

 

消防局長 様 

 

消防署長      

 

火災等に伴う私設消防水利等の使用について（報告） 

 

 このことについて、下記の私設消防水利等（消防の用に供しない水利含む。）を、火災等により使用した

ので報告します。 

 

記 

 

災害の名称  

災害が発生した場所  

所在地  

種別  

所有者の 

住所・氏名・連絡先 
 

水栓番号 

（ある場合のみ記入） 
 

使用年月日  

使用水量  

備考  



様式第１８号（第３４条関係）（令３消訓令４・一部改正） 

 

 

発第    号   

   年  月  日   

 

熊本市上下水道事業管理者  様 

 

熊本市消防局長    

 

火災等に伴う私設消防水利等の使用について（報告） 

 

 このことについて、下記の私設消防水利等（消防の用に供しない水利を含む。）を火災等により使用し

たので報告します。 

 

記 

 

災害の名称  

災害が発生した場所  

所在地  

種別  

所有者の 

住所・氏名・連絡先 
 

水栓番号 

（ある場合のみ記入） 
 

使用年月日  

使用水量  

根拠法令等 
水道法第２４条第３項 

消火栓の設置及び維持管理等に関する協定書第９条 

備考  

 

 

 

 

 

 



別記１（第５条関係）（令３消訓令４・一部改正） 

 

熊本市消防局消防水利施設等の設置に関する基準 

 

第１ 防火水槽の設置基準 

１ 防火水槽の施工工程による区分 

   防火水槽は、施工工程により次のとおり区分される。 

(1) 二次製品防火水槽 

工場において生産された部材を使用して建設された防火水槽をいい、次のとおり分類される。 

ア 認定品  

ＪＩＳ規格ＪＩＳＱ１７０６５（ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０６５）に定める要求事項に基づき二次製品防火 

水槽等の認証業務を行う第三者機関の認証を受けたもの  

   イ 認定品外  

アに掲げる認定品と同等以上の性能を有するもの 

  (2) 現場打ち防火水槽  

コンクリ－トを打設して設置される鉄筋コンクリ－ト製の防火水槽で、二次製品防火水槽と同等以上

の性能を有するもの 

ア 地中はり防火水槽  

現場打ち防火水槽のうち、建築物の基礎構造部と一体で設置されるもの 

２ 防火水槽の設置場所による分類 

   防火水槽は、設置場所により次のとおり分類される。 

(1) Ⅰ型  

自動車等の進入がない場所に設置するもので、１０キロニュ－トン毎平方メ－トルの上積荷重に耐え

られるもの 

(2) Ⅱ型  

Ⅰ型以外のものをいい、設置場所の状況に応じた自動車荷重（Ｔ－１４からＴ－２５荷重）に、それ

ぞれ耐えられるもの 

３ 防火水槽の施工方法 

   防火水槽の施工方法は次による。  

(1) 消防ポンプ自動車が容易に接近し、取水できる位置に設置すること。 

(2) 法面又は擁壁等を避け、公道に面した位置に設置すること。 

(3) 地下式又は半地下式とし、一層式で有蓋のものであること。 

(4) 地下式の場合は、本体上（地中はり防火水槽を除く。）及び吸管投入孔の周囲 1メ－トルには他の工作

物を設置しないこと。また、本体上をアスファルト舗装する場合は、オレンジ色（又は黄色）によりゼブ

ラ表示をすること（立入禁止柵が設置されている場合を除く。）。 

(5) 防火水槽の躯体壁の外面から、維持管理のための敷地を０．３メ－トル以上確保すること。 

(6) 防火水槽専用地（本体を除く。）は、上部を厚み５センチメ－トル以上のコンクリ－トで施工すること。 

(7) 防火水槽の周りは、雨水等が溜まらないよう水勾配を設けること。 

(8) 上載荷重、自重及び土かぶり荷重、土圧、地下水圧、内水圧及び浮力に対する強度を有し耐久性があ

ること。 

(9) 掘削 1 メ－トル未満で涌水が生じる土地又は土質が軟弱等である土地については、涌水対策、くい打

ち工事等の土質対策を行うこと。 

(10) 栗石等により、必要な基礎固めをすること。 

(11) 内部仕上げを、防水モルタル又は無機質系塗布防水とすること。 

(12) 防火水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き、地表面から４．５メ－トル以内であること。 

(13) 付帯設備は、防火水槽専用地又はその付近に設けること。 

(14) 消防ポンプ自動車の吸水口から底設ピットまでの距離が７メ－トル以内であること。 

(15) 吸管投入孔は、次により設けること。 

ア 頂版部に吸管投入孔を１個又は２個設けるものとし、防火水槽本体の強度を損なわない位置である

こと。 



イ 丸型として、直径６００ミリメ－トル以上であること。 

ウ 吸管投入孔の高さは、地盤面から１メ－トル以内とすること。 

エ 吸管投入孔には、吸管投入孔蓋及び吸管投入孔を受ける口環を設けるものとし、口環には人の転落

防止器具を取り付けること。 

オ 吸管投入孔蓋及び吸管投入孔を受ける口環の材質は鋳鉄製とし、設置場所に応じた荷重（Ⅰ型にあ

ってはＴ－２以上、Ⅱ型にあってはＴ－１４からＴ－２５荷重）に耐えられる強度を有するものであ

ること。 

カ 吸管投入孔蓋の周囲２００ミリメートルは、原則としてコンクリ－ト仕上げとすること。 

(16) 底設ピットは、次により設けること。 

ア 十分な強度を有し、かつ、水密性が確保されるものであること。 

イ 吸管投入孔の直下に設けること。 

ウ 一辺の長さ又は直径が６００ミリメートル以上で、かつ、深さが５００ミリメ－トル以上であるこ

と。 

エ 防火水槽本体との接合部は、漏水のおそれのない構造であること。 

(17) 地中はり防火水槽の施工方法は、(1)から(16)によるもののほか次による。 

ア 防火水槽内には、給水管、排水管、ガス管、電気配管その他これらに類する配管を通さないこと。 

イ 防火水槽内には、原則として区画を設けないこと。ただし、構造上区画を設ける必要がある場合は、

別図１のとおり硬質塩化ビニール管等を使用し、各区画に通気口、通水口及び人通口を次により設け

ること。 

(ｱ) 通気口は、直径１００ミリメートル以上とし、はりの上部に２ヶ所（貯水量が１００立方メート

ル以上の場合は、４ヶ所）以上設けること。 

(ｲ) 通水口は、直径１５０ミリメートル以上とし、はりの下部に２ヶ所（貯水量が１００立方メート

ル以上の場合は４ヶ所）以上、底版に接するように設けること。 

(ｳ) 人通口は、直径６００ミリメートル以上とし、その下端部が底版から３００ミリメートル以下と

なるように設けること。ただし、構造上設置することが困難であり、各区画が点検できるよう点検

口を設ける場合は、この限りではない。 

ウ 点検口は、直径６００ミリメートルの円が内接できる大きさとし、点検に支障のない位置に設置す

ること。また、点検口に設ける蓋は原則として防水型とし、必要な強度を有し、容易に開放できない

構造とすること。 

エ 内部仕上げは、全面防水処置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて頂版に防湿処置を

すること。 

オ 外部への通気管を、次により設けること。 

     (ｱ) 口径は１００ミリメートル以上とすること。ただし、貯水量が１００立方メートル以上の場合は、

口径が１５０ミリメートル以上とすること。 

     (ｲ) 先端は１８０度曲げるとともに、異物の混入を防止するための網を設けること。 

     (ｳ) 立上げ高さは原則として２メートルとする。 

(ｴ) 材質は、ＪＩＳＧ ３４４２ 、Ｇ３４５２若しくは Ｇ ３４５４に適合するもの又はこれらと同

等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。 

(ｵ) 腐食を防止するため、必要な措置を施すこと。 

カ 防火水槽内には、吸管投入孔及び点検口から確認できる壁面に充水の最高限度及び最低限度の充水

位置を樹脂系の黄色ペイントで表示すること。 

キ 防火水槽の貯水量は、底設ピット及び連結立管を含む吸管投入孔の容量を除いた本体容量を算定す

ること。 

４ 耐震性貯水槽及び防火水槽（林野分）の規格 

この基準によるもののほか、耐震性貯水槽及び防火水槽（林野分）の規格は、消防防災施設整備費補助金

交付要綱（平成１４年消防消第６９号。）第４条第１項から第３項の規定に適合するものであること。 

５ 付帯設備 

   防火水槽には、設置に応じ次の付帯設備を設けること。 

(1) 標識 

防火水槽の標識は、別図２による。 



(2) 立入禁止柵 

防火水槽本体の周囲には地表面からの高さ１．８メートル以上の柵で囲み、１．２メートル以上の内開

きドア又は車両止め（消防ポンプ自動車が部署する部分に限る。）を設けること。 

(3) 補給水管 

補給水管の施工方法は次による。 

ア 上水道への逆流防止のため、防火水槽本体への落とし込み式とし、本体との間に１０～２０ミリメ

ートル以上の間隔を有すること。 

イ 水損を防止するための漏斗型受け皿及び異物等の混入を防止するための網を設けること。 

ウ 防火水槽への補給用のバルブ（放水弁）を地盤面から５００ミリメートル以内に設けること。 

エ 十分な強度を有し、凍結防止及び破損防止を施すこと。 

(4) 水中はしご 

吸管投入孔には、点検管理のための耐食性を有する点検用はしごを防火水槽の底部まで到達できるよう

に設けること。 

 

第２ 採水装置の基準 

消防ポンプ自動車が直接取水することが困難な場合は、別図３のとおり採水装置（採水口及び導水管によ 

り構成される装置をいう。）を設けること。 

１ 採水口の施工方法は次による。 

(1) 消防用吸管が容易に結合できる位置に設けること。 

(2) 取付け高さは、地盤面から結合部の中心まで０.５メートル以上１メートル以下とすること。 

(3) 結合部は、呼び径７５ミリメートルのめねじとし、材質は、消防用ホース又は消防用吸管に使用する

ねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成４年１月２９日自治省令第３号）第７条の規定に準

ずるものであること。 

(4) 覆冠を設け面板等に「採水口、消防隊専用」及び水量を明示するために「○○㎥」と表示すること。 

２ 導水管の施工方法は次による。 

(1) 口径１００ミリメートル以上の単独配管とすること。 

(2) 毎分１立方メートル以上の取水が可能であること。 

(3) 吸水口は、底設ピット床面より２０センチメートル程度離すとともに、複数設ける場合は、一辺の長

さ又は直径が1メートル以上とし、吸水口相互間を５ ０センチメートル以上離すこと。 

(4) 材質は、ＪＩＳＧ３４４２ 、Ｇ３４５２若しくは Ｇ３４５４に適合するもの又はこれらと同等以上

の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。 

(5) 配管には、必要に応じ耐震措置を施すこと。 

(6) 導水管の支持金具、吊り金具等は、管自重、液体重量等に十分耐えるものを使用すること。 

(7) 内部は、内面からの腐食を防止するための措置を講じること。 

(8) 架空部分は、外面の腐食を防止するための塗色とすること。 

(9) 埋設部分は、外面の腐食を防止するため、防食テープ等により措置すること。 

３ 上記１及び２によるもののほか、プールに導水装置を設ける場合は次による。 

(1) 原則として、２口以上設けるとともに、それぞれから毎分１立方メートル以上の取水が可能であること。 

(2) ２口以上の導水管を設ける場合は、配水管相互間はそれぞれ５０センチメートル以上離すこと。 

(3) 導水管のプール側取付部及び採水口部には、それぞれバルブを設けること。ただし、プール側の取付

部については、プールの管理上支障なければ設置しないこと。 

(4) 採水口側のバルブは吸水作業時に、容易に開閉できる位置に設置すること。 

(5) 導水管のプール側バルブは常時開とする。 

(6) 導水管の採水口側バルブは常時閉とする。 

 

第３ 指定水利の標識の基準 

指定水利の標識は、別図４による。 

 

 

 



別記２（第２１条関係）（平２８消訓令２０・一部改正） 

 

熊本市消防局防火水槽検査要領 

 

１ 中間検査 

ア 二次製品防火水槽（コンクリート製）の検査事項 

(ｱ) 床掘検査（床付け深さの確認） 

(ｲ) 基礎コンクリート検査（基礎コンクリート厚確認） 

(ｳ) 水槽外部及び内部寸法確認 

(ｴ) 型式番号等の確認 

(ｵ) 転落防止柵及び水中はしご等の設置確認 

(ｶ) 水槽内部の防水処理状況確認 

(ｷ) 緊張箇所等におけるモルタル補修状況の確認 

イ 現場打ち防火水槽（コンクリート製）の検査事項 

(ｱ) 床堀検査（床付け深さの確認） 

(ｲ) 基礎コンクリート検査（基礎コンクリート厚確認） 

(ｳ) 水槽外部及び内部寸法確認 

(ｴ) コンクリート躯体の不良箇所の有無確認 

(ｵ) セパレータ穴のモルタル充填確認 

(ｶ) 転落防止柵及び水中はしご等の設置状況確認 

(ｷ) 水槽内部の防水処理状況確認 

ウ 二次製品防火水槽（鋼製及びＦＲＰ製）の検査事項 

(ｱ) 床堀検査（床付け深さの状況） 

(ｲ) 基礎コンクリート検査（基礎コンクリート厚確認） 

(ｳ) 水槽外部及び内部寸法確認 

(ｴ) 溶接部の接合状況確認 

(ｵ) ボルトの締め付け状況確認 

(ｶ) 外周部の塗膜厚の確認 

(ｷ) 転落防止柵及び水中はしご等の設置状況確認 

(ｸ) 水槽内部の防水処理状況確認 

エ 検査時の指導事項 

  (ｱ) 防火水槽内は、送風機等で十分に換気しておくこと。 

  (ｲ) 検査に必要な巻尺、リボンテープ及び開閉器等の機材を準備しておくこと。 

  (ｳ) 二次製品防火水槽（コンクリート製）の検査の場合、緊張状況及び緊張力の数値が読取れる管理写真を

準備しておくこと。 

オ 検査終了後の指導事項 

  (ｱ) 検査時に手直し等があった場合は、当該施工完了後、消防局へ報告すること。 

  (ｲ) 検査終了後または当該検査における手直し完了確認後、水槽内を満水にし、直後に水質および水位等を

消防局職員立会のもと確認（満水確認）する。 

  (ｳ) 給水する水は、汚濁の無いものを使用し、上水道にて給水する場合は、安全対策及び付近の上水道にお

ける水質汚濁等に配慮すること。 

   

２ 完成検査 

(1) 防火水槽本体及び付帯設備検査 

ア 検査事項 

防火水槽本体および付帯設備の施工状況と各種設計図書との適合確認 

イ 検査時の指導事項 

(ｱ) 検査に必要な巻尺、リボンテープ及び開閉器等の機材を準備しておくこと。 

(ｲ) 補給水管を設置する場合、施工により生じた鉄筋の錆び止め加工状況を確認するため、管理写真を準

備しておくこと。 



 

(2) 漏水検査 

ア 検査事項 

防火水槽本体からの漏水の有無確認 

イ 検査方法 

(ｱ) 水質及び事前にマーキングした位置との誤差を確認する。 

(ｲ) 水位が、マーキング位置から極端な下がりがなければ、漏水がないものと判定する。 

ウ 検査時の指導事項 

(ｱ) 漏水検査は、原則、完成検査と同日に行うものとする。 

(ｲ) 満水確認から漏水検査の終了までは、最低２週間の期間を設けることとする。この為、検査日程に

ついては、工期等を十分考慮したスケジュール調整を行うこと。 

(ｳ) 満水から漏水検査終了までの間は、給水、または雨水等の流入がないよう十分配慮すること。なお、

漏水検査時に水位の増加が認められた場合は、その時点から約１週間後に再検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記３（第２８条関係） 

 

消防水利調査基本事項及び注意事項 

 

１ 調査事項 

(1) 消防水利調査の共通事項 

ア 所在・目標等の確認について 

イ 消防車両の部署の可否について 

ウ 付近障害物等について 

エ 使用上の支障について 

オ 施設の安全性について 

(2) 消火栓 

ア 枠内の土砂又は塵埃等の埋設について 

イ 蓋・枠の破損又は埋没等について 

ウ 通水状態について 

エ 漏水について 

オ その他必要事項について 

(3) 防火水槽 

ア 蓋の開閉状況について 

イ 付帯設備（柵、補給水管、水利標識、採水設備等）について 

ウ 水量及び水質（色、臭気、浮遊物、不法投棄物等）について 

エ 当該用地内の草木等について 

オ その他必要な事項について 

(4) 指定水利 

ア 水量及び水質について 

イ 水利標識について 

ウ その他必要な事項について 

 

２ 注意事項 

(1) 調査時における事故防止に努めること。 

(2) 路上に駐停車する場合は、必要に応じ非常点滅表示等を活用すること。 

(3) 一般車両の交通の妨げとならないよう配慮すること。 

(4) 消火栓スピンドル又は防火水槽補給水管の急激な開閉は、上水道の濁りの原因となるため、開閉は徐々に

行うこと。 

 

 



別 図 1
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別 図 3
採水装置

単位 :ミ リメー トル

叫

Ｆ
管
暢
水
１０
導
φ 上

管
似
水
１０
導
φ一

単 ロスタン ド型採水日 単口壁埋込型採水日

採水回 採 水日

1,000,次 _L

型 式認定 書号  適 操 - 0 0 5

試験 圧 力    2 0MPa

材  質    本 体要部 青飼 型

寸  法     100X75(ね じ式)

仕  上    ニ ッケルメッキ仕上

文  字    角 ゴシ ック体

様       FPPL0011

型ま認定番号 適 採-00

材  質    採 水 口  青 銅製

飾 り板   ス テ ン レス鋼板 t

寸  注    100X75(ネ ジ式)

仕  上    標 水ロ ニ ッケルめっき



別 図 4

。
や
卜
対
「
本
増
〕

０
き
経
輸
ｉ
ｓ
ミ
【
　
せ
Ｇ
ｇ
Ｏ
下
〓
Ｆ
単

「
「
黙
■
営
」
※

。
や
卜
対
「
本
増
ヨ
国
０
世
ほ
帥
ｉ
ｓ
ミ
【
　
せ
Ｇ
〓
鷺
土
Ｆ
単

「「
体
■
０
」
※

（８
く
５
章
ユ
　
増
醸
お
臣
〕

。
Ｓ

や

い
い

や
縄

想

対
難

珊
烈

′
母

Ｖ

二

●

望
凹

導

肥

斜

６

「

旧

畔

※一
１
小
各
【
ｍ
ヽ
ハ
全
く
報

（群
や
　
自
三
ｘ
８
車
）
写
″
ミ
ト

”
準
室
時

ユ
ー
小
奏
区
副
ｋ
ハ
ぬ
く
五

一

Ｇ
や
や
Ｒ
報
弾

（１
０
＝
合
）
和
暉
Ｇ
Ｌ
領

】
ｏ
ヽ
せ
味
挙
申
隠

夕
ヽ
碍
】
“
韓
Ｇ
翌
Ｈ
■
憩

，
き
図
日
書
Ｇ
”
※

ｄ
車
Ｇ
３
母
】
れ
報
Ｆ
Ｓ

「「
球
■
曽
」

′せ
和
中
高
理
や
【
毒
堰
※

図
難
難
講
響
再
業
退
択

（
国

旧

喜

）

国

恒
料
緯

撃

再
ヽ

漫

栞

（
国

阻

日

）
国

旧

料
窯

馨

震
ヽ
担

栞

さ
巨

旧

眠

合
母

〒

平

望

榔

）

行キ荘製
J 中 畔 ―

〈口

田
）
　

鯨

困
モ
苺
口
控

十
≡
ヽ
霜
日
寮
ト


